
「台湾オンライン商談会」募集案内 

 

１ 目的 

北海道の農畜水産物を活用し，北海道内で製造された持続的に商業流通可能な食品の販路拡大機会

の創出を支援し，旭川地域及び北海道の食関連産業経済振興に寄与することを目的とする。 

 

２ 事業概要 

旭川市，旭川物産協会等で構成する旭川地域産品マーケティング支援事業実行委員会では，一般財団

法人さっぽろ産業振興財団と連携し，台湾大手ショッピングチャンネル『MOMO』に販路を持つ，台

湾緑星企業有限公司とのオンライン商談会を実施します。 

 

＜開催概要＞ 

・日  時：令和５年１１月１６日（木）（面談時間は応募締切後に連絡します。） 

・場  所：ZOOMを利用したオンライン形式 

・バイヤー：台湾緑星企業有限公司 

 

３ 募集要件 

⑴ 対象者 

以下の要件を全て満たす食関連事業者とします。 

ア 旭川市，鷹栖町，東神楽町，比布町，愛別町，上川町，東川町，美瑛町に主たる事業所を有する

こと。 

イ 商談会に参加可能な生産・製造・加工・販売への対応環境等を有すること。 

ウ 商談する担当者が必ず指定された開催日時に参加すること。 

エ 商談に必要な資料を指定された日までに提出すること。 

オ 製造工場，出品商品は食品関連法規等を遵守していること。 

カ 一般細菌検査を済ませていること。 

キ 賞味期限の設定を済ませていること。 

ク PL保険加入済又は加入予定であること。 

ケ 使用原材料，アレルゲンなど商品に関する詳細情報を提供すること。 

コ 持続的な商業流通が可能であり，道内・道外への販路拡大に積極的に取組む経営資源（資金，人，

環境），販路拡大意欲を有する企業であること。 

サ 反社会的勢力との関係を有していないこと。 

 

⑵ 対象商品 

道産食品（常温のみ，賞味期限 180日以上） 

※酒類，肉類，その他台湾輸入禁止・制限のある食品を除く。 

※購買層の中心は 50代以上の女性のため，ターゲット層に合わせた商品だとなお良し。 

 

⑶ 募集事業者数 

５事業者程度予定 



※１社４０分程度（企業概要，商品説明，商談等） 

 

４ 募集締切及び申込方法 

申込みを希望される事業者は，次項に記載する提出書類を電子メールにより提出してください。 

⑴ 募集締切 

令和５年１０月２７日（金）正午まで 

⑵ 申込先 

  一般財団法人さっぽろ産業振興財団 食・ものづくり産業振興部 食産業振興課 

  担当：鈴木・山口・金谷 

  送付先メールアドレス：food_kikaku@sec.or.jp 

   

  ※申込先のほか，以下の連絡先にも CCで送付願います。 

旭川地域産品マーケティング支援事業実行委員会事務局 担当：山脇，上林 

メールアドレス：meisan@city.asahikawa.lg.jp 

 

５ 提出書類 

⑴ 申込書（指定書類 Excelにて） 

⑵ 商品資料 

 

６ 申込みに関する留意事項 

⑴ 緑星企業が希望する商品のサンプルについては，台湾向けに発送をお願いします。輸送の詳細は決     

 定後にご案内します（費用は参加企業負担，サンプルは新商品提案の場合のみ必要です。）。 

⑵ 成約した場合，台湾向けの裏面表示ラベルは原則参加事業者が貼付して出荷する必要があります。 

（印刷データは先方提供） 

⑶ 成約した場合，番組内での紹介用に商品，製造工程，企業ストーリーなどがわかる画像や映像の提

供をお願いします。提出書類，商品サンプルなどの送付に係る費用は事業者負担となります。 

⑷ 事務局宛てに提出された書類は返却しません。 

⑸ 事務局から求められた書類を，指定期日までに確実に提出していただきます。 

⑹ 「取引・取扱い」を約束するものではありません。「事業者自身の責任」で商談を行ってください。 

⑺ 法人名，代表者名，商品名等を公表する場合があります。 

 

【お問合せ先】 

 旭川地域産品マーケティング支援事業実行委員会事務局（上林，山脇） 

 〒０７０－８００４  

旭川市神楽４条６丁目１番１２号  

道の駅あさひかわ２階 旭川市経済交流課内 

電話：0166-73-9850 メール：meisan@city.asahikawa.lg.jp 

mailto:food_kikaku@sec.or.jp

